
令和８年度ＡＩを活用した意識調査業務委託仕様書

第１ 目的

本調査は、静岡県職員を対象にＡＩによる対話型ヒアリングを実施し、組織内に存在する

固定的な性別役割分担意識や性別に基づくアンコンシャス・バイアスの傾向を明らかにする

ことを目的とする。

また、管理職手前層及び若手職員を対象とすることで、キャリア形成の過程におけるこれ

らの意識の影響について、分析する。

第２ 委託期間

契約日から令和８年 12 月 23 日（水）

第３ 委託内容

区 分 内 容

意 識 調 査 (1) 調査対象

静岡県職員 200 人

（内訳）管理職手前層の職員：男性 50 人、女性 50人

若手職員 ：男性 50 人、女性 50人

職員の選定及び回答勧奨については県が行う。

(2) 調査方法

AI を活用した対話形式により実施し、以下の要件を満たすこと。

県職員による回答は、業務時間中に業務の一環として実施するものとし、県

から支給された業務用端末を使用し、仮想ブラウザを経由して行うものとす

る。

なお、業務用端末におけるインターネット接続は仮想ブラウザに限定されて

いる。

・１回あたり 30 分以内に回答できる設計とすること。

・調査期間は２か月間とし、当該期間内において、回答者が業務時間中の任意

の時点で回答可能な仕組みとすること。

(3) 調査内容

・組織内に存在する固定的な性別役割分担意識や性別に基づくアンコンシャ

ス・バイアス等の傾向及びキャリア形成の過程におけるこれらの意識の影響

(4) 設問設計

設問は、固定的な性別役割分担意識等、特定の概念を直接問う形式を避け、

以下の観点に基づき構成すること。

・静岡県職員の職場における業務分担、仕事の進め方、役割付与、人材育成、

人員配置及び制度運用等に対する回答者の認識

・静岡県の組織風土（組織内に暗黙のうちに共通認識としてある習慣、ルール、

考え方、価値観等）に関する回答者の認識

(5) 設計上の留意事項

・対話は、回答者が評価又は判定の対象となっていると認識しにくい構成とし、

特定の概念を直接想起させない文脈で開始すること。

・回答者に特定のバイアスや価値観を極力想起させない設計とすること。

・抽象的な意識ではなく、具体的な判断及びその理由を取得すること。

・誘導的な設問とならないよう配慮すること。

・回答内容に応じた追加質問により、価値観の背景を段階的に引き出すこと。

・回答者の匿名性を担保すること。

分 析 収集したデータに基づいて、以下の観点から分析を行い、組織全体の傾向とし

て整理すること。

(1) 価値観の傾向

・組織内に見られる固定的性別役割分担意識や性別に基づくアンコンシャス・



第４ 委託事業費に係る留意事項

次の経費は委託金額の対象外とする。

(1) 施設や設備の整備、備品購入自体を主たる目的とするもの

(2) 他の国庫補助金等を受けている又は受けることが確定している事業に要する経費

(3) 土地、建物を取得するための経費

(4) その他、事業との関連性が認められない経費

第５ 再委託の制限等

(1) 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合は、事前に県に対し

て書面にて、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等

必要事項を報告しなければならない。

第６ 個人情報の保護

(1) 回答者のプライバシーについて、細心の注意を払い、保護しなければならない。

(2) 受託者は本事業を実施する上で個人情報を取り扱う場合は、その取扱いに十分に留意し、

漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護を徹底すること。また、事業に携わる者

に、個人情報の保護につき周知徹底を図ること。

(3) 受託者は、委託業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法を遵守す

ること。

第７ 成果品の提出

成果品は次のとおりとする。なお、下記(1)ア(ｲ)～(ｴ)は静岡県ホームページ等にて公開す

るため、非公開情報は含めないこと。

(1) 完了報告書

下記ア(ｱ)～(ｳ)について、完了報告書としてとりまとめる。

ア 提出物

(ｱ) 意識調査結果（詳細版）

(ｲ) 意識調査結果（概要版）

バイアス等の認識・価値観

・キャリア形成の過程におけるこれらの意識の影響

(2) グループ別比較

・男女別

・管理職手前層の職員と若手職員の比較

・必要に応じた追加分析

(3) 分析の透明性の確保

・分析過程及び分類基準を明示すること

・解釈に当たっては、過度な一般化や断定的表現を避けること

報告書作成 調査結果を組織全体の傾向として整理し、以下の点に留意の上、報告書を作成

すること。

(1) 報告書の構成

・調査結果の概要

・分析結果から読み取れる固定的な性別役割分担意識や性別に基づくアンコン

シャス・バイアス等に関する全体傾向、グループ別の傾向

(2) 可視化

・図表を用い、直感的に理解可能な形で表現すること

・結果の対比関係が明確となる構成とすること

(3) 記述上の留意事項

・特定の個人を評価又は批判するものとならないよう配慮すること

独自の提案 業務目的達成に向けて受託者が提案する事項



(ｳ) その他報告書及び関連資料

イ 提出部数

(ｱ) 紙データ １部

(ｲ) 電子データ（USB メモリ等） １式

※電子データは、Word 又は PowerPoint 形式等、編集可能なデータ及び PDF 形式で納品

すること。

ウ 提出期限

令和８年 12月 23 日（水）

(2) 成果物の著作権

本事業により作成する一切の成果品の権利は、全て本県に帰属するものとする。

ただし、受託者が本事業の目的に合致する広報等に使用する場合に限り、成果品の使用を認

める。

第８ 想定スケジュール

令和８年９月～10 月 意識調査

令和８年 11月～12 月 分析・報告

第９ 受託者の責務

(1) 受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。

(2) 受託者は、本事業を推進し全体の責任を負う実施責任者を置き、業務全般の進行管理や調

整機能を一元化すること。

(3) 実施責任者は、県担当者と十分な意思疎通を図ることができる者とし、委託期間を通じて、

県担当者と緊密な連携、調整を図ること。

(4) 受託者は、故意又は過失により、県又は第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負わ

なければならない。

(5) 受託者及び職員（従事者を含む。）は、業務上知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。

これは、契約の解除及び期間終了後においても同様とする。

(6) 受託者は、地方公務員法（昭和 25 年法律 261 号）第 16 条（欠格条項）に該当する者を業

務に従事させてはならない。

(7) 受託者は、本仕様書等で不明な点がある場合又は疑義が生じたときには、委託者と協議し

てこれを定めるものとする。

第 10 その他

(1) 本業務に関する必要な経費は契約金額にすべて含むものとする。

(2) 定めのない事項については、双方誠意をもって協議し解決にあたるものとする。


